
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）
新
旧
対
照
表

一

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
（
本
則
関
係
）

改

正

案

現

行

（
公
園
運
営
等
業
務
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選

定
に
係
る
申
請
書
等
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め

る
申
請
書
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
者
選
定
申
請
書

（
第
十
二
号
様
式
）
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
書
類

二

法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
三
年
の

各
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録

、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
書
類

四

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業

計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要

と
認
め
る
書
類

（
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
七
条

条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
園
運

営
等
業
務
を
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
行
わ
せ
る
場

合
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
条

の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
施
設
等
運

営
権
者
」
と
す
る
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
十
八
条

条
例
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
及
び
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
各
申
請
書
に
添

付
す
べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
一

の
申
請
書
に
こ
れ
を
添
付
し
、
他
の
申
請
書
に
は
そ

の
旨
を
記
載
し
て
、
一
の
申
請
書
に
添
付
し
た
書
類



改

正

案

現

行

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

三

公
園
施
設
の
使
用
時
間
並
び
に
入
場
時
間
及
び

退
場
時
間

公
園
施
設
名

使
用
時

入
場
時

退
場
時

等

間

間

間

平
城

乗
合

午
前
七

午
前
七

午
前
七

宮
跡

型
自

時
三
十

時
三
十

時
三
十

歴
史

動
車

分
か
ら

分
か
ら

分
か
ら

公
園

午
後
十

午
後
十

午
後
十

駐
車

一
時
ま

一
時
ま

一
時
ま

場

で

で

で

普
通

午
前
零

午
前
七

午
前
零

自
動

時
か
ら

時
三
十

時
か
ら

車
、

翌
日
の

分
か
ら

翌
日
の

小
型

午
前
零

午
後
十

午
前
零

自
動

時
ま
で

一
時
ま

時
ま
で

車
及

で

び
軽

自
動

車
（

自
動

二
輪

車
を

除
く

。
）

平
城

乗
合

午
前
七

午
前
七

午
前
七

宮
跡

型
自

時
三
十

時
三
十

時
三
十

歴
史

動
車

分
か
ら

分
か
ら

分
か
ら

公
園

午
後
十

午
後
十

午
後
十



改

正

案

現

行

乗
降

一
時
ま

一
時
ま

一
時
ま

場

で

で

で

注

「
入
場
時
間
」
と
は
駐
車
場
又
は
乗
降
場

に
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
い
い
、

「
退
場
時
間
」
と
は
駐
車
場
又
は
乗
降
場
か

ら
退
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
い
う
。

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
）

区
分

公
園
施
設
の

公
園
名
等

使
用
料

区
分

公
園
施
設
の

公
園
名
等

使
用
料

種
別

種
別

公
園

宿
泊
施
設

奈
良
公
園

一
三
八
円

公
園

宿
泊
施
設

奈
良
公
園

一
三
八
円

施
設

施
設

を
設

平
城
宮
跡

二
九
〇
円

を
設

置
す

歴
史
公
園

置
す

る
場

る
場

合

略

合

略

売
店

略

売
店

略

平
城
宮
跡

二
九
〇
円

平
城
宮
跡

一
九
〇
円

歴
史
公
園

歴
史
公
園

飲
食
店

略

飲
食
店

略

平
城
宮
跡

二
九
〇
円

平
城
宮
跡

一
九
〇
円

歴
史
公
園

歴
史
公
園

そ
の

略

そ
の

略

他
の

他
の

公
園

そ
の

略

公
園

そ
の

略

施
設

他
の

施
設

他
の

公
園

平
城
宮
跡

二
九
〇
円

公
園

平
城
宮
跡

一
九
〇
円

施
設

歴
史
公
園

施
設

歴
史
公
園



改

正

案

現

行

略

略

注

略

注

略



奈良県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表

改　　正　　案 現　　　　　行

（新設）


